
 

第１号様式（日本産業規格Ａ列４番） 

 

移動等円滑化取組計画書 

 

                 令和５年 ６月３０日 

 

住  所 石川県金沢市割出町５５６番地  

  

事業者名 北陸鉄道株式会社  

代表者名 代表取締役社長   宮岸 武司  

       

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の４の規定に基づき、次

のとおり提出します。 

 

Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針 

（１）旅客施設及び車両等の整備に関する事項 

令和４年度末時点において、利用者数 3,000人以上の駅は、全線 29駅中浅野川線の

１駅（北鉄金沢駅）です。現状は、段差解消・点状ブロック等は整備されております

が、今後は内方線付点状ブロックの整備を検討中です。その他の駅については、段差

解消等整備のほか、多機能トイレ整備についても駅舎の改修等と併せて計画し、継続

的に駅バリアフリー対応を進めます。 

車両については、車いすやベビーカーをご利用いただく方のスペースを設けた車両

を浅野川線で全６編成中 12両中、４編成８両導入済みです。同スペースについて一部

未対応の車両が混在していることから、計画的に車両更新を行い、車内環境向上を図

るべくバリアフリーガイドラインへの対応を推進いたします。 

 

（２）旅客支援、情報提供、教育訓練に関する事項 

旅客支援については、車いすをご利用のお客様が列車乗降する渡り板を主要駅に配

備し、無人駅においては、事前連絡から乗降補助の依頼により、主要駅の駅係員や乗

務員が対応することとなっています。引き続き駅係員による案内を実施するほか、お

客様への声かけを積極的に行い、誰もが利用しやすい環境づくりを推進してまいりま

す。 

情報提供については、運行に関する情報をわかりやすく提供するため、当社 Web サ

イトやスマートフォン用ホームページ、北鉄金沢駅、内灘駅、野町駅のデジタルサイ

ネージにて提供いたしております。今後についても、適宜リニューアルを行い、利便

性向上を図ってまいります。また、北鉄金沢駅と鶴来駅ではデジタルサイネージにて

列車の発車時刻及び運行情報を、日本語と英語の二か国語で案内いたしております。 

教育訓練については、お客様へより良いサービスを提供する事を目的に駅係員に対

して必要な研修を継続的に実施してまいります。 

 



 

Ⅱ 移動等円滑化に関する措置 

① 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置 

対象となる旅客施

設及び車両等 

計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

浅野川線 03系 

 

移動等円滑化基準に対応した中古車両を２両１編成導入します。 

（令和５年度） 

  

② 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項

の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置 

対  策 
計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

車いすスロープの

活用 

 

係員が車いすのお客様に対してスロープを使用し、円滑な乗降の

手助けをします。 

 

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降につい

ての介助、旅客施設における誘導その他の支援 

対  策 
計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

お客さまへの声か

け 

 

係員からお身体の不自由なお客様、特に視覚障がい者への声かけ

を実施します。必要に応じて誘導案内等の支援を行います。 

  

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供 

対  策 
計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

当社 Webサイト、ス

マートフォン用ホ

ームページ及びデ

ジタルサイネージ

の拡充 

当社 Webサイト、スマートフォン用ホームページ及びデジタルサ

イネージによる情報提供については、掲載情報の拡充等で適宜リ

ニューアルを行い、利便性向上を図ります。 

 

 ⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練 

対  策 
計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

接遇研修の実施 

 

国土交通省が定める接遇ガイドラインを踏まえ、駅係員を対象 

とした接遇教育を行い、周知を図ります。 

 

 



 

 ⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適

正な配慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動 

対  策 
計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

お客さまへの声か

け 

 

係員から高齢者やお身体の不自由なお客様への声かけを実施す

る。必要に応じて誘導案内等の支援を行います。 

 

Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置 

・声かけを継続的に実施し、係員からの声かけを強化して、利用者への理解・協力を 

求めることで、利用しやすい環境整備を図ります。 

・バリアフリー化整備を促進するため、補助制度の活用等について関係各所と協議を 

継続して行ないます。 

 

 

Ⅳ 前年度計画書からの変更内容 

対象となる旅客施設

及び車両等又は対策 
変 更 内 容 理  由 

 

 

  

 

Ⅴ 計画書の公表方法 

北陸鉄道 Webサイトにて公表 

 

 

 

Ⅵ その他計画に関連する事項 

 

 

 

  

  注１ Ⅳには、Ⅱについて前年度と比較して記入すること。なお、該当する対策が複

数になる場合には、新たに欄を設けて記入すること。 

   ２ Ⅴには、本計画書の公表方法（インターネットの利用等）について記入するこ

と。 

３ Ⅵには、Ⅱの欄に記入した計画に関連する計画（事業者全体に関連するプロジ

ェクト、経営計画等）がある場合には、必要に応じ、その計画内容及び計画にお

ける当該事業者の位置付け等について記入すること。 


